
問い合わせ先
○津奈木町役場
　総　務　課　　　☎ 78-3111

　振　興　課　　　☎78-3112

　住　民　課　　　☎78-3113

　教育委員会　　　☎78-5400

○社会福祉協議会　☎61-2940
○ゴミ処理場　　　☎78-2584

交通・災害、人事、有線放送 etc.

農業振興、住宅・水道、建設 etc.

住民票、ごみ、保険、住民税 etc.

学校教育、生涯学習、体育施設 etc.

Life InformationLife Information

情 報情 報
ののの

くらしくらし

町内施設案内

開　館／9：00～ 22：00
休館日／毎週月曜、12/29 ～ 1/3

☎ 78-3096
つなぎ文化センター

営　業／10：00～ 21：00
休業日／第１水曜、12/31 ～ 1/1

☎ 78-4126
つなぎ温泉四季彩

営　業／9：00～ 18：00
休業日／第１水曜、12/31 ～ 1/2

☎ 78-2000
物産館グリーンゲイト

開　館／平日　8：30～ 17：00
　　　　土日祝日　10：00～17：00
休館日／毎週月曜、12/29 ～ 1/3

☎ 78-5400
津奈木町図書館

つなぎ美術館

開　館／10：00～ 17：00
休館日／毎週水曜※祝日の場合は翌日
　　　　、12/31 ～ 1/1

☎ 61-2222

　老齢基礎年金の年金額は、78万6,500円（40
年間保険料納付で満額の場合）ですが、老後に受
ける老齢基礎年金をより高くしたいと考えてい
る人は、毎月の保険料1万4,980円に付加保険料
400円を上乗せして納付することで、上乗せの付
加年金を受けることができます（金額はすべて平
成24年度額です）。

上乗せ納付で
受ける老齢基礎年金が高くなります

国民年金の付加保険料の納付

　

使
用
済
み
の
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
・
ポ
リ

エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル
ム
な
ど
の
農
業
用
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
類
は
、
使
用
し
た
事
業
者
や
農

家
な
ど
が
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
町
や
農
協
単
位
の

収
集
体
制
を
活
用
し
て
、
地
域
ぐ
る
み
で

適
正
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。
野
外
焼
却
や

不
法
投
棄
を
行
う
と
罰
せ
ら
れ
ま
す
の
で

次
の
回
収
日
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

●
日　

時

　

８
月
28
日
（
火
）
午
前
８
時
～
正
午

※
台
風
な
ど
で
回
収
が
で
き
な
い
場
合

は
、
８
月
30
日
（
木
）
に
延
期
。

●
場　

所

　

Ｊ
Ａ
あ
し
き
た
玉
ね
ぎ
選
果
場

●
収
集
単
価
料
金

　

塩
化
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム　

無
料

　

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
フ
ィ
ル
ム　

７
円
／
㎏

　

パ
オ
パ
オ
、
ア
ザ
ナ
ミ　

16
円
／
㎏

農
業
用
廃
プ
ラ
類
は
適

正
に
処
理
し
ま
し
ょ
う

例）40年間（480月）付加保険料を納付の場合
　　　400円 × 480月 ＝ 192,000円納付

　

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い

る
人
で
、
８
月
以
降
の
手
当
に
つ
い
て

は
、「
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
」
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

８
月
上
旬
に
役
場
住
民
課
か
ら
送
付

し
ま
す
現
況
届
に
、
８
月
１
日
現
在
の

状
況
を
記
入
し
、
必
要
書
類
な
ど
を
添

付
の
う
え
、
指
定
の
期
日
ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
８
月
31
日
ま
で
に
届
出
が
な

い
場
合
は
、
８
月
以
降
の
支
給
が
差
し

止
め
ら
れ
た
り
、
期
限
を
過
ぎ
て
提
出

さ
れ
る
と
手
当
の
支
給
が
遅
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
２
年
間
提
出
が

な
け
れ
ば
受
給
権
も
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

住
民
課
福
祉
班

　

☎
７
８-

３
１
１
３
（
内
１
１
６
）

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
は

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す

清掃美化活動
「有明海クリーンアップ作戦」
にも清掃資材の支援を行っています。

募金は、事務局のほか

熊本県漁業協同組合連合会や

各漁業競合組合、玉名、八代、

天草の各地域振興局でも

随時受け付けています。

海の羽根募金に、
ご協力下さい。

肥後銀行　県庁支店　普通預金
店番号 159　口座番号 1393393
熊本県海と渚環境美化推進委員会
会長　藤本正宏

振 込 先

　

県
で
は
、「
青
く
豊
か
な
海
・
美
し

い
浜
辺
」
を
未
来
に
残
す
た
め
、
海
岸

や
河
川
の
清
掃
活
動
に
取
り
組
む
学
校

や
各
種
団
体
な
ど
へ
ビ
ニ
ー
ル
袋
や
軍

手
な
ど
を
無
料
で
支
援
し
て
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
課
外
活
動
の
一
環
と

し
て
ぜ
ひ
ご
活
用
下
さ
い
。

●
支
援
対
象

　

各
学
校
、
会
社
、
各
種
団
体
、
子
ど

も
会
な
ど

●
問
い
合
わ
せ

　

熊
本
県
海
と
渚
環
境
美
化
推
進
委
員

会
事
務
局
（
県
庁
水
産
振
興
課
内
）

　

☎
０
９
６-

３
３
３-
２
４
５
５

海
岸
や
河
川
の
清
掃
活

動
を
応
援
し
ま
す

　

そ
の
他
資
材　

11
円
／
㎏

●
問
い
合
わ
せ

　

Ｊ
Ａ
あ
し
き
た
本
所

　

☎
８
２-

２
５
１
５

　　１年間に受け取る付加年金額
　　　200円 × 480月 ＝ 96,000円
　　　　　　　　　　　　が毎年加算されます
　　　２年間で上乗せ納付した付加保険料と同額
　　　になるため、３年目からがお得になります。

■付加年金の計算式

年 金 情 報

【問い合わせ先】
　八代年金事務所 ℡ 0965-35-6143
　住民課住民班 　℡ 78-3113（内 115）

８/９（木）水俣市もやい館、８/10（金）芦北町役場

出張年金相談（予約制：0965-35-6123）
（年金事務所の職員が相談をお受けします）

　

前
統
合
幕
僚
長
・
折
木
良
一
氏
に
よ

る
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。今
回
の
テ
ー

マ
は
『
防
災
に
お
け
る
自
助
・
共
助
・

公
助
』。
こ
れ
ま
で
の
自
衛
隊
で
の
経
験

や
、
統
合
幕
僚
長
と
し
て
東
日
本
大
震

災
で
陣
頭
指
揮
を
執
ら
れ
た
経
験
な
ど

を
交
え
な
が
ら
お
話
い
た
だ
き
ま
す
。

●
日　

時　

８
月
16
日
（
木
）
午
後
７
時

●
場　

所　

つ
な
ぎ
文
化
セ
ン
タ
ー

●
講　

師

　

折
木 

良
一 

氏

【
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

　

昭
和
25
年
２
月
10
日
、
本
町
に
生
ま

れ
、
八
代
高
校
、
防
衛
大
学
校
を
卒
業

後
、
昭
和
47
年
に
陸
上
自
衛
隊
入
隊
。

平
成
21
年
３
月
に
第
３
代
統
合
幕
僚
長

に
就
任
。
現
在
は
防
衛
大
臣
補
佐
官
。

●
講
演
内
容

『
防
災
に
お
け
る
自
助
・
共
助
・
公
助
』

●
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課
総
務
班

　

☎
７
８-

３
１
１
１
（
内
２
１
５
）

折
木
前
統
合
幕
僚
長
講

演
会
を
開
催

　

国
税
庁
で
は
、
今
年
も
中
学
生
・
高

校
生
の
皆
さ
ん
か
ら
税
に
関
す
る
作
文

を
募
集
し
ま
す
。
自
分
や
家
族
の
体
験

を
通
し
て
、
税
に
つ
い
て
自
分
が
考
え

た
こ
と
な
ど
、
税
に
関
す
る
こ
と
で
あ

れ
ば
何
で
も
結
構
で
す
。

●
中
学
生
の
部

▽
字　
　

数　

１
２
０
０
字
以
内

▽
提
出
期
限　

９
月
５
日
（
水
）

●
高
校
生
の
部

▽
字　
　

数　

１
２
０
０
字
程
度

▽
提
出
期
限　

９
月
７
日
（
金
）

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

八
代
税
務
署

　

☎
０
９
６
５-

３
２-

３
１
４
１

『
税
』に
つ
い
て
考
え
よ
う

中
高
生
の
作
文
大
募
集

　

家
屋
に
対
す
る
平
成
25
年
度
の
固
定

資
産
税
は
、
平
成
25
年
１
月
１
日
時
点

で
、
そ
の
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
人
に

課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
新
築
・

増
築
な
ど
を
行
っ
た
家
屋
に
つ
い
て
、

役
場
職
員
が
訪
問
し
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
新
築
・
増
築
な
ど
を
行
っ
た
家
屋

を
持
つ
人
、
平
成
24
年
中
に
建
築
予
定

家
屋
調
査
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

の
人
、
取
り
壊
し
を
行
っ
た
人
な
ど
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

住
民
課
税
務
班

　

☎
７
８-

３
１
１
３
（
内
１
２
３
）
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